
なお生活困窮の状況が続いている皆さまへ 
ー 自立相談支援機関へのご相談と貸付期間の延長のご案内ー 

 総合支援資金特例貸付を利用し、なおも生活困窮の状況が続く方は、
自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受けることにより、原則
３か月までとする貸付期間を延長（最大３ヶ月）してご利用できる場合
があります。 

貸付延長となる方 

 貸付期間終了後も引き続き、新型コロナウイルスの影響による収入
の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となって
いる世帯が、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関による
支援を受ける場合、貸付延長の申請をすることができます。 
 
※ すでに総合支援資金の特例貸付を受けており、１２月までに 
  最終の貸付月が到来する方が対象となります。 

手続きの流れ 

 総合支援資金の特例貸付の貸付延長に関する手続きの流れです。 
 まずは、お住まいの市町村社会福祉協議会にご相談ください。 
  
 申請にかかる書類は市町村社会福祉協議会にてお渡しします。 

生活困窮者自立相談支援機関とは？ 
 

・住宅、仕事、生活などの相談窓口です。 
・自治体が直営又は委託（社会福祉法人、NPO等）により運営しています。 
・全国905の福祉事務所設置自治体で1,3３６箇所設置されています。 

借
受
人 

自立相談支援機関 

市町村社会福祉協議会 

①ご相談及び申請書類提出 

④状況確認シートの送付 
（支援が決定した際、相談された 
内容等を共有させていただきます） 

③支援申込み・ 
 状況確認シート提出 福島県 

社会福祉協議会 

⑥貸付決定・送金 

②状況確認シートお渡し 

➄申請書類一式送付 



         
 
 

 
 
                     

Ｑ1．延長申請には何か必要ですか？ 

  

Ａ．①総合支援資金特例貸付（延長貸付）申請書、②借用書（延長貸付）、 
 ③延長貸付にかかる状況確認シート（自立相談支援機関へ提出）を 

  ご記入ください。 

 

 
Ｑ2．自立相談支援機関はどこにありますか？ 

  

Ａ．お住まいの市や各地域にあります。（町村の場合は、福島県社会福祉協
議会で実施しています。） 

  お住まいの地域の自立相談支援窓口については次のページにてご確認
ください。 

 
 
Ｑ3．自立相談支援機関にどのように支援を申し込むのですか？ 

  

Ａ．Q1の③「延長貸付にかかる状況確認シート」にご自身の生活状況等を 

 記入して自立相談支援機関へ持参いただき、住宅や仕事、生活等で 

 お困りのことについてご相談ください。 

  支援が必要と判断される場合には支援の決定を行います。ただし、生活  

 状況等によっては、生活保護制度等、他の制度をご案内させていただく 
 ことがあります。 

  

Ｑ4．延長貸付は何回できますか？また何か月まで延長ができますか？ 

  

Ａ．１回（３か月以内）までです。 
 
 
Ｑ5．特例貸付の延長申込みはいつまで出来ますか？  

 
Ａ．令和２年１２月末までとなります。 

 

自立相談支援機関及び総合支援資金の特例貸付の 
延長に関する Ｑ＆Ａ 



自立相談支援機関  相談窓口一覧（令和２年５月２５日現在） 

自治体名 事業実施者 窓口名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 

福島県  社会福祉法人 

 福島県社会福祉協議会 
生活自立サポートセンター 福島市渡利字七社宮111 024-525-8801 024-521-5663 

生活自立サポートセンター 

県中事務所 

岩瀬郡鏡石町旭町161  

鏡石町老人福祉センター

内 

0248-94-7800 0248-94-7801 

生活自立サポートセンター 

県南事務所 

福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字 

北町 95-5 
0247-57-7141 0247-57-7142 

生活自立サポートセンター   

会津事務所 

会津若松市追手町5-32 

会津若松市社協内 
0242-23-7445 0242-23-7724 

生活自立サポートセンター   

相双事務所 

南相馬市原町区小川町674-5 

  
0244-32-1753 0244-32-1783 

郡山市   
自立支援相談窓口 郡山市朝日一丁目23番7号 024-924-3822 024-924-2300 

いわき市 社会福祉法人   

いわき市社会福祉協議会 
いわき市生活・ 

就労支援センター 
いわき市平字菱川町1番地の３ 0246-38-6500 0246-35-5031 

福島市   
生活福祉課 福島市五老内町3番1号 024-525-3725 024-535-7970 

会津若松市   
生活サポート相談窓口 会津若松市栄町5番17号 0242-23-4800 0242-39-1237 

白河市   

社会福祉課 白河市八幡小路7番地1 
0248-22-1111 

（内2711） 
0248-23-1255 

須賀川市 社会福祉法人 

須賀川市社会福祉協議会 自立支援相談窓口 須賀川市八幡町135番地 0248-94-7091 0248-88-8212 

喜多方市 社会福祉法人 

喜多方市社会福祉協議会 喜多方市生活サポートセンター 喜多方市字上江3646番地1 0241-23-3231 0241-23-3296 

相馬市  社会福祉法人 

 相馬市社会福祉協議会 
相馬市生活サポート 

相談センター 
相馬市小泉字高池357番地 0244-36-2015 0244-36-3109 

二本松市 社会福祉法人二本松市社

会福祉協議会 二本松市生活相談センター 二本松市油井字濡石1-2 0243-23-8262 0243-23-9046 

田村市  社会福祉法人 

 田村市社会福祉協議会 田村市生活サポートセンター 
田村市大越町上大越字古川97番

地 
0247-68-3434 0247-68-3636 

南相馬市 社会福祉法人 

南相馬市社会福祉協議会 福祉総合相談センター 

(地域福祉課) 
南相馬市原町区小川町322-1 

0244-24-3415 

080-9072-2958 
0244-24-1271 

伊達市   
社会福祉課 伊達市保原町字舟橋180番地 024-575-1264 024-576-7199 

本宮市  社会福祉法人 

 本宮市社会福祉協議会 生活サポート相談センター 
本宮市本宮字千代田60-1  

 えぽか内 
0243-33-2006 0243-33-5260 


